
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

第１０期任期 令和６年４月～令和８年３月  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 地域の個性や特性が生かされ 

 地域力が発揮されるまちづくりに向けて～ 

上田市 

真真田田地地域域 

上上田田右右岸岸地地域域 

上上田田左左岸岸地地域域 

丸丸子子地地域域 

武武石石地地域域 

地域内分権の確立に向けて 

① 身近な地域社会で住民が連携・協力し合って地域課題の解決や地域

の個性・特性を生かしたまちづくりを進めることにより、地域の自立性や

主体性・創造性を高めるための活動を推進します。 

③ 甚大化・頻発化する自然災害への備えやコロナ禍を踏まえ重要性を増

しているデジタル化（負担軽減）の取組、グローバル化が進む時代にあっ

て、何を継続し、何を縮小・廃止していくか、地域にあった選択が求められ

ています。こうした地域のニーズを的確に捉え、市に適時適切に意見を述

べます。 

② まちづくり・地域づくりのパートナーである自治会や地区自治会連合会、

住民自治組織等と互いの強みを活かし、弱みを補い合う取り組みを研究

します。 

令和 6年 4月 25日 

丸子地域協議会【資料１】 
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地域協議会とは 

地域協議会の名称、対象区域及び当該協議会を所管する地域自治センター 

地域協議会の組織構成、委員の条件などは 
 

 
  

地域協議会は、地域をより良くしていくという目標に向かって、地域を良く知っている多様な人材が集まって、市

に意見を述べたり課題を解決していくための提案をする審議会です。 

地域協議会は、地方自治法第 138条の 4第 3項の規定により、市の附属機関として条例で位置付けられて

います。委員の身分は、上田市の非常勤特別職として、報酬が支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地域協議会は、上田市地域協議会規則により、次のとおり設置されています。 

名称 対象地区 所管する地域自治センター 

上田右岸地域協議会 東部地区、南部地区、中央地区、北部地区、西部地区、 

塩尻地区、神川地区、神科地区及び豊殿地区 

上田地域自治センター 

豊殿地域自治センター 

上田左岸地域協議会 城下地区、川辺地区、泉田地区、東塩田地区、 

中塩田地区、西塩田地区、別所温泉地区及び 

川西地区 

上田地域自治センター 

塩田地域自治センター 

川西地域自治センター 

丸子地域協議会 丸子地域 丸子地域自治センター 

真田地域協議会 真田地域 真田地域自治センター 

武石地域協議会 武石地域 武石地域自治センター 

 

 
 

当該地域に在住する各種団体から推薦された者、学識を有する者、公募により応募した者などの中か

ら市長が選任し、20 人以内で構成されます。委員の任期は２年で、再任は可能ですが６年を超えて再

任されません。会長、副会長は、委員の互選により選任されます。 

委員の選任は、地域住民の多様な意見が適切に反映されるよう選出団体に配慮します。また、女性登

用率の目標を 40％以上とします。 
 

1 委員 20人以内で組織します。 

2 女性の委員は、原則として 40％以上の登用を目標とします。 

3 原則として、地域協議会の対象区域に住所を有することが必要です。 

4 委員は、市長が選任しますが、対象区域の多様な意見が適切に反映されるように配慮します。 

5 報酬を支給します。 

※条例で日額６，８００円（４時間未満の場合は３，８００円）と定められています。 

 地域協議会は、地域住民の意見や要望を集約し、政策づくりの段階から地域が参画・協働した「まちづくり」

を推進するため、次の 3つの視点を包含する独自の制度として、平成１８年度に市内９地域に設置されました。 

 (１)  合併に対する住民不安を解消する体制づくり 

 (２)  住民の自治意識の高揚や住民協働の体制づくり 

 (３)  地域の個性を生かし、地域のまとまりを大切にしながら、新生「上田市」全体の発展を目指す「分権型 

自治」実現の体制づくり 
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地
域
協
議
会 

地域協議会の任務等は 
 

意見等の反映の仕組み 
 

 
 

地域協議会は、市長その他の市の機関の求めに応じて審議し、また、自ら意見を述べることができます。 

 

  市長等が諮問や意見などを聞く具体的な事項は 
 

1 市長等の諮問に応じて審議する事項 

①  新市建設計画の変更に関する事項 

②  基本構想及び基本計画の策定又は変更に関する事項 

③  特に必要と認める事項 

2 市長等が協議会の意見を聞く事項 

①  合併協定書の合意事項の見直しに関する事項 

②  公共施設の設置、又は廃止に関する事項 

③  地域振興事業基金の活用に関する事項 

④  特に必要と認める事項 

3 協議会が自ら意見を述べる事項 

①  地域づくりに関する事項 

②  行政との協働に関する事項等 

4 調査研究する事項 

① 住民自治の推進や住民と行政との協働によるまちづくりに関する事項 

これまでに 10５件の意見書を市に提出しました。 

 

 

 

 

  地域協議会でまとめられた答申書、意見書等については、必要に応じ実施計画、予算等に反映され 

実施に移されます。意見に対する回答を別途行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
域
自
治
セ
ン
タ
ー 

意見書 

市
政
経
営
会
議 

実
施
計
画
へ
反
映 

事
業
実
施 

予
算
措
置 

検 
 
 

討 

答申書 
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地域協議会と地域コミュニティ、行政（市）の関係図 
 

地域協議会の会議の傍聴は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
    各地域協議会の会議は、原則的に会議は公開とするように条例で定めています。ただし、個人に関する情報

など、上田市情報公開条例に定める情報に関し審議する場合などは、理由を明らかとしたうえで、非公開と

されることもあります。会議の開催については、上田市のホームページへ掲載し、お知らせします。 

    傍聴を希望される皆さんは、会議開催時刻の 10 分前までに、傍聴希望者受付用紙（会場入口に用意して

あります。）に必要事項を記入して、係員に提出してください。 

    傍聴者にも会議資料を配布します。ただし、非公開とされた資料は除きます。 

      会議の公開にあたり、傍聴者は、会議が公正かつ円滑に行われるよう会議の秩序維持と進行に協力し、協

議会の長の指示に従っていただく必要があります。 

 

地
域
協
議
会 

市
長
そ
の
他
の
機
関 

コミュニティ活動・環境整備交付金等 

住民自治組織の設立・運営支援 

 市民活動団体 

NPO 法人 

大学・企業 

その他団体 

諮問・答申 

 意見聴取 

意見の提出（提言） 

調査・研究 

自治会（241） 

自治会 

連合会 

加 入 

公募による選考  

広報等配布等事務委託 

各種団体からの推薦 市
の
附
属
機
関 

 陳情・要望 

自治連からの推薦 

地区自治連（25） 

行政（市） 

行政サービスの提供 

地域コミュニティ 

市政への意見反映 

協 働 

 

住
民
自
治
組
織 

  

参 画 

参 画 
地域コミュニティへの支援 

協働推進員 

 

地域担当職員 

地域住民 

 
市
長
そ
の
他
の
機
関 

地
域
協
議
会 

コミュニティ活動・環境整備交付金等 

住民自治組織の設立・運営支援 
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上田市全体の発展のために 

開催された会議の概要の公表 

 

 

 
 

    開催された会議の概要は、非公開（その理由を会議概要に明記します。）とされたものを除き公表します。 

    公表は、上田市のホームページへ掲載します。 

     

 
 

 

  上田市全体の一体感の醸成と均衡ある発展のために、各地域協議会における共通事項の全体調整や情

報の交換・共有、連携を図るため、それぞれの地域協議会選出委員で構成される「上田市地域協議会正

副会長会」を設置しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

丸子地域協議会 

真田地域協議会 

武石地域協議会 

西部地域部会 

 神科豊殿地域部会 

塩田地域部会 

 

 

 

上
田
右
岸 

地
域
協
議
会 

上
田
左
岸 

地
域
協
議
会 

城南地域部会 

 

中央地域部会 

川西地域部会 

イメージ図 
上田市地域協議会正副会長会 

市長への提言の様子 調査研究（地域巡り）の様子 
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地域協議会と住民自治組織の違い 

住住民民自自治治組組織織のの具具体体的的なな活活動動事事例例 
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地域振興事業基金・公共施設整備基金内訳表
（単位：円）

令和4年度末残高 令和5年度末残高

最終 積立 取崩 最終

3,141,197,573 14,922,678 67,450,769 3,088,669,482

763,351,485 76,335 11,509,855 751,917,965

上田 209,013,084 20,901 0 209,033,985

丸子 268,496,787 26,850 2,940,014 265,583,623

真田 78,958,902 7,896 7,174,970 71,791,828

武石 206,882,712 20,688 1,394,844 205,508,556

3,904,549,058 14,999,013 78,960,624 3,840,587,447

642,621,798 0 57,197,000 585,424,798

上田 19,789,373 0 0 19,789,373

丸子 602,431,415 0 57,197,000 545,234,415

真田 7,198,259 0 0 7,198,259

武石 13,202,751 0 0 13,202,751

4,547,170,856 14,999,013 136,157,624 4,426,012,245

内
　
訳

地域振興事業基金
合計①＋②

公共施設整備基金③

内
　
訳

合計（①＋②＋③）

R6.3.31現在

基金の状況
令和5年度中の増減

新市造成分①
（市民参加・協働推進課所管分）

持寄分②

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上田市地域協議会 
事務局 
上田市 市民まちづくり推進部 市民参加･協働推進課 

〒386－8601 

 長野県上田市大手一丁目 11番 16号 

TEL 0268－75－2230  

ＦＡＸ 0268－23－5246 

Ｅ－mail：mati@city.ueda.nagano.jp 

 

丸子地域協議会 
事務局 
上田市 丸子地域自治センター 地域振興課 

〒386－0404 

 長野県上田市上丸子 1612番地 

TEL 0268－42－1041  

ＦＡＸ 0268－43－3666 

Ｅ－mail：mtiiki@city.ueda.nagano.jp 

 



令和５年度　地域協議会の活動内容実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

全地域行事

正副会長会

上田右岸
地域協議会

分科会ごとの調査・研究

・「上田・長野間における水道事業広域
化の検討に対する意見」の進捗状況に
ついて
・分科会ごとの調査研究

分科会ごとの調査・研究 分科会ごとの調査・研究

・「上田・長野間における水道事業広域
化の検討に対する意見」の進捗状況に
ついて
・分科会ごとの調査研究

・上田市都市計画マスタープラン及び上
田市立地適正化計画の改定について
・上田市地域公共交通計画の策定につ
いて
・分科会ごとの調査研究

分科会ごとの調査研究

上田左岸
地域協議会

分科会ごとの調査・研究
・上田市塩田の館の有効活用について
・各分科会からの中間報告について
・分科会ごとの調査・研究

分科会ごとの調査・研究 分科会ごとの調査・研究
・住宅政策課による施策説明
・分科会ごとの調査・研究

分科会ごとの調査・研究
・上田市都市計画マスタープラン及び上
田市立地適正化計画の改定について
・分科会ごとの調査・研究

丸子
地域協議会

・有機物リサイクル施設整備の進捗状
況について（ごみ減量企画室）
・国民宿舎「鹿月荘」及び鹿教湯健康セ
ンター「クアハウスかけゆ」の在り方に関
するサウンディング型市場調査の実施
について（丸子産業観光課）
・分科会協議

・上田市丸子物産館の有効活用につい
て（丸子産業観光課）
・令和5年度 丸子地域 当初予算におけ
る主な施策について
・分科会協議

本会中止、福祉子育て分科会及び交通
分科会のみ開催

・福祉子育て分科会：丸子北小学校校
長と懇談
・交通分科会：会議室で協議

・意見書関係：「循環バスからデマンド交
通への転換についての提言」に関する
回答について
・西内小学校統廃合に関する進捗につ
いて（丸子地域振興課）
・第46回丸子ドドンコの開催について
（丸子産業観光課）
・椀子ヴィンヤード20周年記念式典につ
いて（丸子産業観光課）
・分科会協議

・丸子デマンド交通の運行開始について
（丸子地域建設課）
・丸子地域国際交流イヤー2023の報告
について（丸子地域教育事務所）
・水道事業広域化に係る市民説明会に
ついて（丸子・武石上下水道課）
・西内保育園の今後の対応について（保
育課）
・分科会協議

・上田市都市計画マスタープラン及び上
田市立地適正化計画の改定について
（都市計画課）
・上田市地域公共交通計画の策定につ
いて（交通政策課）
・分科会等での検討状況について（各分
科会より報告）
・分科会協議

・特定事務の取扱いに関する郵便局の
指定の取消しについて（丸子市民サー
ビス課）
・分科会協議

真田
地域協議会

・副会長の選任について
・.令和5年度真田地域協議会の開催日
程について
・地域協議会の概要と任務等

・令和5年度真田地域各課等の目標及
び予算

・地域のデジタル化の推進について
・第4回真田地域協議会の内容及び開
催時間の変更について

・真田地域内の公共施設の視察
・上田市真田林業就労者住宅の廃止及
び用地の返還について

・上田市都市計画マスタープラン及び上
田市立地適正化計画の改定について
・上田市地域公共交通計画の策定につ
いて

・特定事務の取り扱いに関する郵便局
の指定の取り消しについて

武石
地域協議会

・第１２回地域協議会会議内容の確認
について
・第１回温泉施設在り方検討部会の内
容の確認について
・武石地域　当初予算等における主な施
策について

中止

・第１回地域協議会会議内容の確認に
ついて
・温泉施設在り方検討部会での内容の
確認について

・第３回地域協議会会議内容の確認に
ついて
・温泉施設在り方検討部会の報告につ
いて

・武石地域自治センター機能別団員に
ついて
・第４回地域協議会会議内容の確認に
ついて
・武石地域における温泉施設の今後の
在り方の意見書について

・上田市都市計画マスタープラン及び上
田市立地適正化計画の改定について
・上田市地域公共交通計画の策定につ
いて
・第５回地域協議会会議内容の確認に
ついて

・「武石地域における温泉施設の今後の
在り方について」の意見書に対する市か
らの回答書の提出について
・第６回地域協議会会議内容の確認に
ついて
・地域振興事業基金（持ち寄り基金）に
ついて

住民
自治組織

・住民自治組織全体会議



令和５年度　地域協議会の活動内容実績

全地域行事

正副会長会

上田右岸
地域協議会

上田左岸
地域協議会

丸子
地域協議会

真田
地域協議会

武石
地域協議会

住民
自治組織

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 分科会協議 備考

・まちづくり講演会
（協議会出席者13人：全体210人）

・「上田・長野間における水道事業広域
化の検討に対する意見」の進捗状況に
ついて
・分科会ごとの調査研究

・上田市に提出する意見書（案）につい
て
・分科会ごとの調査・研究

・上田市に提出する意見書（案）につい
て

中止

・意見書に対する市からの回答につい
て
・地域振興事業基金（持寄分）の取崩し
について

【第一分科会】
   教育・福祉・子育て

【第二分科会】
   公共施設・事業

【第三分科会】
   建設・産業

・各分科会からの調査研究にかかる進
捗状況の報告
・分科会ごとの調査・研究

・上田市に提出する意見書（案）につい
て
・分科会ごとの調査・研究

中止 中止

・意見書に対する市からの回答につい
て
・地域振興事業基金（持寄分）の取崩し
について

【第一分科会】
   自治・まちづくり

【第二分科会】
   子育て・福祉・教育

【第三分科会】
   産業・地域振興

本会中止、文化財・歴史分科会のみ開
催

丸子郷土博物館の視察

・「国民宿舎鹿月荘」と「鹿教湯健康セン
ター（クアハウスかけゆ）」について（丸
子産業観光課）
・地域振興事業基金（持ち寄り分）充当
事業について
・分科会協議

本会中止、交通分科会のみ開催（協議）

・路線バスの減便等について（交通政策
課）
・地域振興事業基金（持ち寄り分）充当
事業の追加について（丸子地域振興課）

・第9期地域協議会の活動まとめ

【第一分科会】
子どもの居場所ある地域づくりについ て
（子育て・福祉分科会）

【第二分科会】
地域の公共交通システムについて（公共
交通分科会）

【第三分科会】
その他として地域課題について話し合う
→文化財を活かした地域づくりについて
（文化財・歴史分科会）

・上田市小中学校のあり方に関する基
本方針について

・真田地域の将来に向けての自由討議
(第3次上田市総合計画策定に向けて

・地域振興事業基金の活用について
・路線バスの減便等について
・第10期地域協議会に向けた協議内容
の引継ぎについて

・第10期地域協議会に向けた協議事項
の引継ぎについて
・真田の郷まちづくり推進会議評議員会

中止

・武石温泉「うつくしの湯」における意見
募集の結果ついて
・第7回地域協議会協議内容の確認に
ついて
・令和6年度 当初予算における地域振
興事業基金充当事業について

中止 中止
・第9回地域協議会協議内容の確認に
ついて
・第10期への申し送りについて

※武石地域協議会に外部団体も参画した
専門部会「温泉施設在り方検討部会」を設
置

　協議内容：武石地域における温泉施設
の今後の在り方について
（令和5年3月から7月まで　計5回開催）

・まちづくり講演会
（住民自治組織出席者41人：全体
210人）※協議会と重複2名
・お出かけ懇談会（川西まちづくり委
員会）

・お出かけ懇談会（川辺泉田まちづく
り協議会）

・お出かけ懇談会（塩田まちづくり協
議会）


